
令和元年 8月 9日 

帯 広 市  

 

北海道内７空港特定運営事業等の優先交渉権者選定に係る 

客観的評価結果等の公表について 

 

帯広市は、国、北海道、旭川市とともに、7月 3日に公表した北海道内 7空港※の一括運営委託

に係る優先交渉権者の選定について、客観的評価結果及び優先交渉権者の提案概要を公表します。 

※国管理空港（新千歳、稚内、釧路、函館）、特定地方管理空港（旭川、帯広）、地方管理空港（女満別） 

 

＜公表資料＞ 

 資料１ 帯広空港運営事業等 優先交渉権者選定結果の概要（帯広市） 

 資料２ 帯広空港運営事業等 優先交渉権者選定結果（帯広市） 

 資料３ 提案概要（北海道エアポートグループ） 

 

 （資料１～３掲載URL） 

  https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kuukoujimusho/kukokeieikaikaku/ 

 

  ※新千歳空港・稚内空港・釧路空港・函館空港・旭川空港・女満別空港の優先交渉権者選定結果は、各管理者のホームページより 

ダウンロードできます。 

※令和元年7月3日に公表しました北海道内７空港特定運営事業等の優先交渉権者の選定について、各コンソーシアムの第二次審査に 

係る得点については、以下の通り訂正します。 

 

コンソーシアム名 Sky Seven 北海道エアポートグループ 

得点 239.5点 279.4点 

 

＜今後のスケジュール（予定）＞ 

令和元年 10月頃 運営者の指定・実施契約の締結 

令和 2年 1月 15日 ７空港一体のビル経営開始 

令和 2年 6月 1日 新千歳空港運営事業開始 

令和 2年 10月 1日 旭川空港運営事業開始 

令和 3年 3月 1日 稚内・釧路・函館・帯広・女満別空港運営事業開始 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 帯広市商工観光部空港事務所 

  0155-64-5320（直通）  0155-64-5349（FAX） 

  E-mail : airport@city.obihiro.hokkaido.jp 

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kuukoujimusho/kukokeieikaikaku/

